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高
齢
者
が
在
宅
で
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る

よ
う
、
介
護
の
知
識
や
こ
つ
な
ど
を
学
ぶ
教
室
を

開
催
し
ま
す
。

▼
日
時
　
２
月
28
日
㈫
午
後
２
時
〜
３
時
30
分

▼ 

場
所
　
中
央
公
民
館
第
１
学
習
室
（「
み
ら
い
」

内
）

▼
内
容

【
ス
ト
レ
ス
っ
て
何　

〜
ス
ト
レ
ス
の
仕
組
み

を
知
っ
て
、
う
ま
く
付
き
合
お
う
〜
】

介
護
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
を
放
っ
て
お
く
と
、

介
護
疲
れ
や
体
の
不
調
に
つ
な
が
り
か
ね
ま

せ
ん
。
ス
ト
レ
ス
と
う
ま
く
付
き
合
っ
て
い

く
た
め
に
、
そ
の
仕
組
み
と
対
処
法
に
つ
い

て
学
び
ま
す
。

▼ 

対
象
　
現
に
介
護
し
て
い
る
方
、
介
護
に
つ
い

て
関
心
の
あ
る
方

▼
定
員
　
30
人
（
要
申
し
込
み
）

▼
費
用
　
無
料

▼
持
ち
物
　
筆
記
用
具

▼ 

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
緑
風
苑
☎
５
５
７
―
３
６
１
１

▼ 

こ
の
記
事
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
　
高
齢
者
福

祉
課
地
域
包
括
ケ
ア
担
当
（
内
線
２
７
８
）

介
護
者
教
室
を
開
催
し
ま
す

  あなたも行田市の
　  登録手話通訳者になりませんか
　聴覚・音声または言語機能に障害のある方に対して、手話通訳を行う登録通訳者の選
考試験を実施します。登録後は、派遣申請に基づき手話通訳業務を依頼します。

▶日　　時　3月12日㈰午前9時30分～正午
▶場　　所　総合福祉会館「やすらぎの里」
▶受験資格　平成29年4月1日現在、満20歳以上の方（学生を除く）
▶試験方法など　　

　※ 手話通訳士の資格を有する方、全国統一試験または埼玉県の登録手話通訳者認定試験に合格して
いる方は面接のみ行います。

▶申し込み　 2月1日㈬から福祉課および行田市社会福
祉協議会で配布する所定の申込用紙に必
要事項を記入し、選考試験実施要領を参
照の上、2月28日㈫(必着)までに提出し
てください。※選考試験実施要領と申込
書の配布は、土・日曜日、祝日を除きます。

▶問い合わせ　 福祉課障害福祉担当（内線266）または同
協議会☎557―5400

試験方法 内　容 時間

筆　　記

①行田市の福祉に関する知識
②聴覚障害者に関する知識
③障害者福祉に関する知識
④手話通訳に関する知識

50分

聞き取り 手話表現　　　　2問 　5分

読み取り 口　　述　　　　2問 　5分

面　　接 － 10分

　

行田市ファミリー・サポート・センターの協力会員を募集します
　ファミリー・サポート・センターは、育児の援助
を行いたい方（協力会員）と育児の援助を受けたい方
（依頼会員）との間の相互援助活動を支援しており、
このたび協力会員を募集します。子育て経験から得
た育児のノウハウを活用したい方、子どもが好きな
方、自身の余暇時間を活用したボランティア活動に
興味のある方などは、ぜひご応募ください。

▶主な活動内容　
　・ 保育園、幼稚園、小学校および学童保育室など

への送迎
　・ 保育園、幼稚園、小学校の下校後・降園後にお

ける一時預かり
　・冠婚葬祭など突発的な外出時の一時預かり
▶応募条件
　・ 市内在住の方　※送迎を行う方は、普通運転免

許証および自家用車を所有していること

▶謝礼
　 　協力会員には、有償ボランティアとして謝礼を
支払います。
　【月～金曜日（祝日を除く）の午前７時～午後７時】
　 30分当たり350円
　【上記以外】30分当たり400円
　【連絡手数料】１回の活動につき100円
▶その他
　・ 協力会員として活動していただくために必要な

会員登録は、行田市社会福祉協議会または子ど
も未来課で行います。

　・ 協力会員と依頼会員との利用調整は同協議会が
行います。

▶ 問い合わせ　同課子ども未来担当(内線262)ま
たは同協議会☎550―7620

▶ 対　　象　保護者の就労などにより常時留守宅の小学1
～ 6年生で、夏休み期間中のみ預かりを希望する児童
▶ 場　　所　コミュニティセンターみずしろ２階大広間
（予定）
▶ 入室期間　7月21日㈮～ 8月31日㈭の月～金曜日午
前7時30分～午後7時
▶利 用 料　7,000円（期間中一律）
　※生活保護世帯は無料です。
　※おやつ代が別途掛かります。
▶定　　員　45人
▶ 申請方法　2月1日㈬～ 28日㈫に子ども未来課で配
布している申込書に必要書類を添付の上、申し込みく
ださい。
▶注　　意
　・ 次の利用基準に該当する方が申し込みできますが、

保育の必要性の高い方からの入室となります。

　利用基準
　①勤務終了時間が概ね正午より遅いこと
　②勤務日数が月平均15日以上であること
　③保育が可能な同居（同敷地内）の親族がいないこと
　④ 自宅における保育が難しいこと（自営業、家族の

病気や介護など）

　・ プールなどの学校行事に参加する場合は、保護者に
よる対応をお願いします（市では送迎を行いません）。

　・ 平成29年４月からの学童保育室の入室が決定して
いる方も申し込みは可能です。

▶問い合わせ　同課子ども未来担当（内線262）

うきしろのまち子どもの家事業
（学童保育室）で夏休み期間中
児童の預かり保育を実施します 放課後児童支援員

▶雇用開始　４月１日㈯※６カ月ごとに更新あり
▶勤務時間　
　【学校授業日】午前11時45分～午後7時
　【学校休業日】午前7時30分～午後7時（シフト制による）
　※月に１日程度、土曜日勤務あり
　※休日は日曜日、祝日、年末年始、夏期休暇
▶内　　容　市内学童保育室における児童の保育業務
▶ 募集要件　59歳までの方で保育士、教諭（幼稚園・小学校・
中学校）などの免許をお持ちの方
▶募集人員　６人
▶月　　給　143,000円（賞与あり・年２回、３カ月）
▶ 申し込み　事前に電話連絡の上、２月20日㈪までに行田
市社会福祉協議会へ履歴書（写真貼付）を持参してください。

補助員
▶ 勤務時間　
　 【学校授業日】放課後～午後７時（勤務日は学童保育室に
より異なる）
　 【学校休業日】午前７時30分～午後７時（シフト制によ
る６時間程度の勤務）
　※休日は土・日曜日、祝日、年末年始
▶ 内　　容　市内学童保育室における児童の保育、放課後
児童支援員の補助
▶ 募集要件　59歳までの方で保育士、教諭（幼稚園・小学校・
中学校）などの免許をお持ちの方または子育て経験者
▶ 募集人員　９人
▶ 時　　給　920円
▶ 申し込み　電話連絡の上、３月10日㈮までに行田市社
会福祉協議会へ履歴書（写真貼付）を持参してください。
▶ 問い合わせ　行田市社会福祉協議会☎557―5400

学童保育室に勤務する放課後
児童支援員・補助員を募集します

！？


